
様式第２号
公募型プロポーザル参加資格確認書

津市長　

業務名：令和８年度津市生活応援商品券発行事業運営業務
　当社（者）は、次に掲げる要件を全て満たしている者です。
⑴　自己又は自社の役員（受注者が、法人の場合にあっては非常勤を含む役員、支配人、支店長、営業所長その他これらに類する地位にある者及び経営に実質的に関与している者を、法人格を有しない団体にあっては代表者及び経営に実質的に関与している者を、個人事業主にあってはその者及びその者の支配人をいう。）等が次の各号のいずれにも該当する者でないこと、及び次の各号に掲げる者がその経営に実質的に関与していないこと。
ア　暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年　法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）

イ　暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）
ウ　暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者
エ　自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害
を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
オ　暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
カ　暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している　　　　　　　　者
キ　暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
⑵　手形交換所から取引停止処分を受けている等経営状態が著しく不健全でないこと。
⑶　民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立て、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て、破産法（平成１６年法律第７５号）に基づく破産手続開始の申立て、会社法（平成１７年法律第８６号）に基づく清算の開始又は会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成１７年法律第８７号）第６４条の規定による改正前の商法（明治３２年法律第４８号）に基づく整理開始の申立て若しくは通告がなされていない者であること。
ただし、民事再生法に基づく再生手続開始の申立て又は会社更生法に基づく更生手続開始の申立てがなされた者であって、再生計画又は更生計画が認可された者を除く。
上記のとおり相違ないことを誓約します。
　　　　年　　月　　日
（提出者）所在地　　　　　　　　　　　　　　 
法人・団体名　　　　　　　　　　　　　　　 
代表者役職・氏名　　　　　　　　　　　   　
※自署の場合は押印を不要とします。自署でない場合、法人にあっては登録代表者印、個人にあっては実印を押印してください。
（連絡先）所　　属
　　　　　担当者氏名
　　　　　電話番号
　　　　　ＦＡＸ番号
　　　　　電子メール


